
中 高 層 住 宅 の 水 道 等 の 特 別 扱 い に 関 す る 契 約 書

 豊 川 市 を 甲 と し 、        を 乙 と し て 、 甲 乙 両 当 事 者 間 に

お い て 、 乙 が 管 理 す る 次 の 中 高 層 住 宅 に お い て 、 「 中 高 層 住 宅 の 水

道 等 の 特 別 扱 い に 関 す る 契 約 取 扱 要 綱 」（ 以 下「 要 綱 」と い う 。 ）に

基 づ き 、 次 の と お り 契 約 を 締 結 す る 。  

（ 契 約 対 象 建 物 ）

第 １ 条 次 に 掲 げ る 乙 の 建 物 に つ い て 、 契 約 す る も の と す る 。

(1) 所 在 地  

(2) 名 称  

(3) 構 造 及 び 水 道 使 用 戸 数  戸

(4) 各 戸 の メ ー タ ー の 口 径 個 数 個

（ 契 約 履 行 に 必 要 な 事 項 ）

第 ２ 条 こ の 契 約 の 履 行 に 必 要 な 事 項 は 、 本 契 約 各 条 項 及 び 要 綱 に

よ る も の と し 、 要 綱 が 改 正 さ れ た 場 合 も 同 様 と す る 。

 （ 所 有 権 移 転 ）  

第 ３ 条  乙 は 、 乙 の 給 水 設 備 を 所 有 権 移 転 し よ う と す る と き は 、 乙

は こ の 契 約 事 項 に つ い て 相 手 方 に 説 明 す る と と も に 、 所 有 権 移 転

売 却 す る 日 ま で に 乙 は 、 甲 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 再 契 約 ）

第 ４ 条 乙 は 、 契 約 内 容 に 変 更 が あ っ た と き は 、 再 契 約 を 締 結 し な

け れ ば な ら な い 。

 （ 契 約 の 解 除 ）  

第 ５ 条  甲 は 、 乙 が こ の 契 約 の 条 項 に 違 反 し た と き は 、 こ の 契 約 を

解 除 す る こ と が で き る 。  

２  甲 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 乙 に 損

害 が 生 ず る こ と が あ っ て も 、 そ の 責 任 を 負 わ な い 。

 （ 契 約 の 終 了 ）  

第 ６ 条  乙 が 検 定 期 間 満 了 時 に 遠 隔 メ ー タ ー を 交 換 し な い と き は 、

前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 検 定 期 間 満 了 日 を 以 て 終 了 す る も の と す

る 。  

（ 契 約 の 有 効 期 間 ）

第 ７ 条 こ の 契 約 の 有 効 期 間 は 、 年 月 日 か ら



令和　　年  月  日 ま で と す る 。 た だ し 、 有 効 期 間 満 了 ３ か 月 前 ま 

でに 甲 乙 双 方 か ら 別 段 の 意 志 表 示 が な さ れ な い と き は 、 そ の 後 １

年間 引 き 続 き そ の 効 力 を 有 す る も の と し 、 以 後 同 様 と す る 。 

 （ そ の 他 ）  

第 ８ 条  こ の 契 約 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 豊 川 市 水 道 事 業 給

水 条 例 、 豊 川 市 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 及 び 甲 の 関 係 規 定 等 の

定 め に よ る も の と す る 。 ま た 、 双 方 で 疑 義 が 生 じ た と き は 、 そ の

都 度 甲 ・ 乙 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

こ の 契 約 の 証 と し て 、 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 甲 乙 そ れ ぞ れ １ 通 を

保 管 す る 。  

（ 契 約 書 に 添 付 し 、 契 印 す る 書 類 ）

中 高 層 住 宅 の 水 道 等 の 特 別 扱 い に 関 す る 契 約 取 扱 要 綱

       　　年 月 日

甲 豊 川 市 一 宮 町 豊 １ 番 地

豊 川 市 水 道 事 業  

豊 川 市 長   印

乙

印


